指定病院等における不在者投票の外部立会人等に係る事務について
指定病院等における不在者投票事務については、以下のとおりとなりますので、御留意ください。

１　代理投票における補助者の要件について

代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、不在者投票管理者が管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事する者のうちから２人を定めることとなっています。
　　よって、選挙人の家族や付添人等の方は、やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた場合には、投票の記載をする場所に入ることができますが、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者となることはできないため、投票の記載をする場所において選挙人本人の意思確認等を行う投票手続には関与することができなくなります。
２　不在者投票における公正確保等について

（１）不在者投票管理者に対する努力義務について

公職選挙法第49条第10項において「不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。」との努力義務規定が設けられているので、不在者投票の公正な実施の確保について、より一層、適切な対応をお願いします。
（２）市町選挙管理委員会に外部立会人の選定を依頼する場合の事務について
①　不在者投票管理者は、不在者投票に市町選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせようとするときは、あらかじめ不在者投票を行う日時を決定し、当該不在者投票を行う日の７日前までに依頼書（別紙参照）により、当該指定病院等が所在する市町の選挙管理委員会へFAX等により提出します。
　　　　※　依頼に当たっては、事前に市町選挙管理委員会に御相談ください。
②　市町選挙管理委員会は、不在者投票管理者から依頼書の提出があったときは、外部立会人の候補者の中から、当該指定病院等での不在者投票に立ち会うことができると認められる者を選定し、その旨を当該不在者投票管理者及び外部立会人へ連絡します。
※　外部立会人選定に当たっては、日程調整に、時間を要することが予想されます。

　
③　不在者投票管理者は、立会人選任書（別紙参照）を作成し、外部立会人に交付した上で、不在者投票への立会いを求めてください。
　　なお、市町選挙管理委員会が外部立会人名簿の中から外部立会人を特別職の地方公務員として任命し、不在者投票施設に派遣する制度を設けている場合があります。この場合は、不在者投票管理者による選任はありません。
④　不在者投票管理者は、外部立会人の立会いのもとに、不在者投票を実施します。

⑤　市町選挙管理委員会が選定した外部立会人を不在者投票管理者が選任した場合は、不在者投票終了後、不在者投票管理者は、外部立会人に謝金及び旅費を支払います。
　　　　また、この外部立会人への謝金等の支払いの際には、領収書等を徴するようにしてください。
なお、給与所得の源泉徴収税額表（日額表）の丙欄が適用されるため、9,800円以上の支払いとなる場合は、所得税を源泉徴収する必要があります。（給与所得の源泉徴収税額表（令和８年分）日額表の丙欄参照）

この際の領収書等には、源泉徴収を行った額が分かるよう記載をお願いします。
（３）市町選挙管理委員会が選定し、不在者投票管理者が選任した外部立会人を投票に立ち会わせるために要した経費の支払いについて

不在者投票管理者が、市町選挙管理委員会が選定した外部立会人を投票に立ち会わせた場合の謝金及び旅費について、1,459円に立会時間数（１時間未満の時間数があるときは、その時間数は１時間とする。）を乗じた額（その額が12,400円を超える場合は、12,400円）を上限として県が負担します。
なお、市町選挙管理委員会が選定した者以外を外部立会人に選任した場合や市町選挙管理委員会書記その他の市町職員が立会人となった場合は、県による費用負担はありません。
また、市町選挙管理委員会が外部立会人名簿の中から外部立会人を特別職の地方公務員として任命し、不在者投票施設に派遣する制度を設けている場合にあっては、当該外部立会人への報酬は市町選挙管理委員会が支給するので請求できません。

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査にかかる県への請求に当たっては、請求書に請求金額の内訳書及び（２）⑤の不在者投票立会人に係る報酬等の領収書等を添付し、令和８年２月27日（金）までに愛媛県選挙管理委員会（〒790-8570　松山市一番町四丁目４番地２）へ送付してください（※期限は必ず遵守してください。）。

　

（４）立会日に複数の選挙が実施された場合

立会日に複数の選挙（衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査、同じ地方公共団体の長の選挙と議会議員の選挙は１つの選挙とみなします。）が実施された場合は、不在者投票を行った選挙人の数に応じて、請求金額を按分し、当該按分した額をそれぞれの選挙を管理する選挙管理委員会に請求してください。
なお、按分した請求金額に１円未満の端数があるときは、端数が多い選挙の端数が１円となるように端数が少ない選挙の端数を加えることにより、請求金額が円単位となるよう調整します。

（参考１：按分方法）

　（(A)と(B)のいずれか少ない額）×（請求に係る選挙の投票者数）

(当該日に実施された各選挙の投票者の合計数)

　※　　(A)：立会時間に応じた経費の上限額

(B)：実際に外部立会人に支給した額

　　　（参考２：端数処理の例）

衆議院議員通常選挙　　　（1,945.3円 ）　　　　　（1,945円）

Ａ市長選挙、Ａ市議選挙　（　972.7円 ）　　　　　（　973円）
（５）その他
不在者投票管理者が選任した外部立会人は、市町選挙管理委員会が選定した者であっても、その業務の遂行中の災害及び自宅等から指定施設までの経路における災害に関する補償責任は、不在者投票管理者が負うことになります。

お問い合わせ先
　ご不明な点がございましたら、県選挙管理委員会又は所在地の市町選挙管理委員会にお問い合わせください。（県選挙管理員会及び各市町選挙管理委員会の電話番号は、「不在者投票のしおり」に掲載しています。）
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